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条

例

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
七
号

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(
平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
六
条
第
二
項
中

｢

、

｢
百
分
の
百
七
十｣

を

｢

、

｢

百
分
の
百
四
十
五｣

に
、

｢

百
分
の
百
八
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
改
め
る
。

第
二
条

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
五
十
五｣
を｢

百
分
の
百
四
十
、｣

に
、｢

百
分
の
百
七
十｣

を｢

百
分
の
百
六
十
、｣

に
、｢

百
分
の
百
四
十
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、

｢

百
分
の
百
六
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十｣
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
五
年
十
一
月
青
森
県
条
例
第
七
十
一
号)

第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
又
は
第
二
十
一

条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
末
手
当
の
額

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

基
準
額｣

と
い

う
。)

か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

調
整
額｣

と
い
う
。)

に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基
準
額

以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

一

平
成
十
五
年
四
月
一
日
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
、
通
勤
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当

(

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
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員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。)

の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
一
・
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
八

(

同
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て

在
職
し
な
か
っ
た
期
間
、
給
料
を
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
か
ら
当
該
期
間
を
考
慮
し
て
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
数
を
減
じ
た
数)

を
乗
じ
て
得
た
額

二

平
成
十
五
年
六
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
の
額
に
百
分
の
一
・
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
八
号

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
五
条
第
二
項
中

｢

、

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

、

｢

百
分
の
百
四
十
五｣

に
、

｢

百
分
の
百
八
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
改
め
る
。

第
二
条

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
五
十
五｣

を｢

百
分
の
百
四
十
、｣

に
、｢

百
分
の
百
七
十｣

を｢

百
分
の
百
六
十
、｣

に
、｢

百
分
の
百
四
十
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、

｢

百
分
の
百
六
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
九
号

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

、

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

、

｢

百
分
の
百
四
十
五｣

に
、

｢

百
分
の
百
八
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
改
め
る
。

第
二
条

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

百
分
の
百
五
十
五｣

を

｢

百
分
の
百
四
十
、｣

に
、

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十
、｣

に
、

｢

百
分
の
百
四
十
五｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、

｢

百
分
の
百
六
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十｣

に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
号

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

、

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

、

｢
百
分
の
百
四
十
五｣

に
、

｢

百
分
の
百
八
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
改
め
る
。

第
二
条

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
五
十
五｣

を｢

百
分
の
百
四
十
、｣

に
、｢
百
分
の
百
七
十｣

を｢

百
分
の
百
六
十
、｣

に
、｢

百
分
の
百
四
十
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、

｢

百
分
の
百
六
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
一
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中

｢

三
十
一
万
千
四
百
円｣

を

｢

三
十
万
七
千
九
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

五
万
八
百
円｣

を

｢

五
万
二
百
円｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
中

｢

一
万
四
千
円｣
を

｢

一
万
三
千
五
百
円｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
七
十｣
を

｢

百
分
の
百
四
十
五｣

に
、

｢

百
分
の
百
五
十
を｣

を

｢

百
分
の
百
二
十
五
を｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢
｢

百
分
の
百
七

十｣

と
あ
る
の
は｢

百
分
の
九
十｣

と
、｣

を｢
｢
百
分
の
百
四
十
五｣

と
あ
り
、
及
び｣

に
、｢

百
分
の
百
五
十｣

｣

を｢

百
分
の
百
二
十
五｣

｣

に
、｢

百
分
の
八
十｣

｣

を

｢

百
分
の
六
十
五｣

｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
五
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
八
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

百
分
の
百
八
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、

｢

百
分
の
九
十
五｣

を

｢

百
分
の
八
十
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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< F F <GHIH== J<GIJ== JKLIM== JLNIK== JMLIN== J�NIG== KK=IK== KNMI�== H<NI===

J <KHIH== <M=IM== <�<IH== JJNIJ== JHHIN== JNLIJ== JGHIG== K=NIG== KHJIK== KG=I=== HK=IJ==

K <KGIG== <MMIH== <�GIN== JKHIN== JLKIM== JMHIJ== J�HIK== K<NI�== KLHIJ== K�JIJ== HHHIL==

H <HKIK== <GHIH== J=LIM== JHKIL== JNJIK== JGKIK== K=HI<== KJMIJ== KNNI=== H=HIH== HLGIG==

L <HGIL== <�=IJ== J<KIK== JLJIL== JM=IG== J�JIH== K<KIG== KKMIN== KMMIN== H<NIM== HMJIM==

N <LHIK== <�LIL== JJ<I<== JN=I�== JM�IH== K=<IN== KJKIM== KHGI=== KG�I=== HJGIM== HGNIM==

M <N=IJ== J==IM== JJ�I=== JN�IK== JGGI=== K<=I�== KKKIN== KLMIG== H==IL== HH=IL== L==IL==

G <NNIL== J=LIG== JKNIH== JMMIN== J�NIH== KJ=IJ== KHKIK== KNMIK== H<JI<== HL<IM== L<HIH==

� <M<I<== J<=IM== JHJIG== JGLIM== K=HIG== KJ�IL== KLJIM== KMNIM== HJKIL== HNJIG== LJGIJ==

<= <MHIN== J<LI<== JH�IJ== J�KIN== K<KI<== KKGIM== KN<I�== KGNI=== HKHIK== HMKIH== LHJI===

<< <MMIN== J<�IL== JLLIH== K=<IK== KJ<I<== KHGI=== KM=I�== K�LIK== HHHI=== HGJI�== LLKI<==

<J <G=IK== JJKIM== JN=I�== K=GIN== KJGIL== KLMIJ== KM�IN== H=HIN== HLKIH== H�<IN== LN=IJ==

<K <GJIG== JJGI=== JNNIH== K<LIN== KKLI�== KNNI<== KGGI=== H<KIJ== HN<I<== H��I=== LNMI<==

<H <GHIG== JK<IJ== JM<IH== KJJIH== KHKI<== KMHIG== K�LI=== HJ<I<== HNMIL== L=LI�== LMKI<==
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�� ��PM�KK JQPMPKK JOLMJKK Q�QMOKK QL�MOKK NKNMKKK NLQMRKK

�J JK�MQKK JNQMQKK J�QMJKK QJJM�KK QPOMJKK N�JMPKK NP�MPKK

�Q JKPMJKK JN�MOKK QK�M�KK QJ�MOKK QRPMOKK NJKMRKK NPRM�KK

�N J��MKKK JLPMJKK QKOMOKK QQRMNKK QONMLKK NJPMRKK NRNMQKK

�L J�LMNKK JP�MRKK Q�PM�KK QNNMPKK Q�KMPKK NQJMNKK NOKM�KK

�P J��MOKK JPRM�KK QJQM�KK QLKMNKK Q�PMQKK NQPMQKK NOLMKKK

�R JJQM�KK JRJM�KK QJ�MLKK QLLMNKK NKKM�KK NNKMKKK NO�M�KK

�O JJOM�KK JRRMJKK QQLMLKK QPKMKKK NKLMNKK NNQM�KK

�� JQ�MLKK JO�MPKK QQ�MNKK QPQMNKK NK�MJKK NNRMLKK

JK JQNMNKK JOPMKKK QNQMNKK QPPM�KK N�JMPKK NL�M�KK

J� JQRMNKK JO�MJKK QNPMOKK QRKM�KK N�PM�KK

JJ JQ�MRKK J��MRKK QN�MLKK QRJM�KK N��MLKK

JQ JN�MNKK J�NMKKK QLJM�KK QRLMRKK NJJM�KK

JN J�LMRKK QLNMNKK QROMKKK

JL J�RMLKK QLPMRKK QOKMNKK

JP J��MJKK QLOMRKK QOJM�KK

JR QK�M�KK QPKMOKK QOLMLKK

JO QKJMOKK QPJM�KK

J� QPLM�KK

QK QPRMQKK

DE
3&
'

�OOMNKK J�LMLKK JLQMNKK JRKMRKK QK�MKKK QQOMOKK QRNMQKK
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C D D ���EF�� �GHE��� �IGEG�� HC�EJ�� HGHEC��

� CK�E��� CIJEF�� ��IEJ�� �K�EG�� �J�EJ�� H��E��� HKGEL��

H CKIEL�� CJIEH�� �HKEL�� �KIEI�� �FCEH�� HH�E��� HLLE���

G CLHEG�� CFLEL�� �G�EJ�� �LKE��� �FFEI�� HG�EG�� HIIEI��

K CLFEL�� ���EH�� �K�E��� �I�EI�� H�JEH�� HK�EK�� HJFEH��

L CIIEJ�� ��JE��� �KIEH�� �J�EG�� HCLEF�� HL�E��� G�CE���

I CJLE��� �CGEC�� �LGEL�� �JJEC�� H�KE��� HLFEI�� GCHEH��

J CFGEF�� ���EI�� �ICEF�� �FLE��� HHHEK�� HIFEC�� G�GEL��

F ���E��� ��IEL�� �IFE��� H�HEF�� HGCEC�� HJJEJ�� GHKEI��

C� ��KEH�� �HKEH�� �JLEJ�� HCCEF�� HGJEL�� HFJEL�� GGLE���

CC �C�EL�� �G�EK�� �FGEH�� HCFEL�� HKLEC�� G�JEK�� GKLEK��

C� �CLE��� �GFEI�� H�CEF�� H�IEC�� HLHEG�� GCIEI�� GLKEK��

CH ��CEL�� �KIE��� H�FE��� HHGE��� HI�EF�� G�LEC�� GIHEH��

CG ��IEG�� �LGEH�� HCLE��� HGCEC�� HIJE��� GHGEI�� GJCE���

CK �HHEH�� �ICEK�� H�HEC�� HGIEF�� HJKEI�� GGHE��� GJJEI��

CL �HFE��� �IJEI�� H�FEK�� HKGEG�� HF�EI�� GK�EI�� GFKEI��

CI �GGEL�� �JLE��� HHKEJ�� HL�EI�� HFFEH�� GKJEG�� K��EG��

CJ �K�EC�� �FHEC�� HGCEI�� HLLEF�� G�KE��� GLLEC�� K�GEL��

CF �KKEF�� H��E��� HGIEL�� HI�EF�� G�FEF�� GIHE��� K�JEG��

�� �LCEH�� H�LEF�� HKHEG�� HIJEG�� GCGE��� GIIEL��

�C �LLEH�� HCHEI�� HKFEC�� HJHEI�� GCJE��� GJCEL��

�� �ICEH�� HCFEJ�� HLGEL�� HJJEL�� G��E��� GJKEC��

�H �IKEK�� H�KEL�� HLFEI�� HF�EK�� G�KEH��

�G �IFEF�� HHCEG�� HIGEL�� HFKEJ�� G�IEJ��

�K �JHEF�� HHLEJ�� HIJEL�� HFJEF��

�L �JJE��� HG�EI�� HJCEF�� G��E���

�I �FCEK�� HGGE��� HJGEF�� G�KEC��

�J �FGEL�� HGIE��� HJIEI�� G�IEK��

�F �FIEC�� HGFEI�� HF�EK��

H� �FFE��� HKCEJ�� HFHE���

HC H�CE��� HKHEJ�� HFKEK��

H� H��EF�� HKKEI��

HH H�GEJ�� HKIEL��

HG H�LEI�� HKFEI��

HK H�JEL�� HLCEJ��

HL HC�EK�� HLGE���

HI HC�EH�� HLLEH��

HJ HCGEG�� HLJEK��

HF HCLEH��

G� HCJEG��

GC H��E���

>?
- 
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�HKE��� �LIEF�� �IGEF�� �JLE��� H�FE��� HK�EC�� HJ�EK��



第
二
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
四
第
一
項
中

｢

移
転
し
た
場
合｣

の
下
に
｢
(

こ
れ
ら
の
職
員
が
当
該
異
動
又
は
移
転

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

異
動
等｣

と
い
う
。)

の
日
の
前
日
に
在
勤

し
て
い
た
地
域
又
は
公
署
に
引
き
続
き
一
年
以
上
の
期
間
在
勤
し
て
い
た
場
合
そ
の
他
当
該
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
場
合
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、

｢

異
動
若
し
く
は
移
転

(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

異
動
等｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

異
動
等｣

に
、

｢

い
う
。)

が｣

を

｢

い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

異
動
等
後
の
支
給
割
合｣

と
い
う
。)

が｣

に
、

｢
同
項
各
号｣

を

｢

同
条
第
二
項
各
号｣

に
、

｢

い
う
。)

に｣

を

｢

い
い
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
支
給
割
合
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

異
動
等
前
の
支
給
割
合｣

と
い
う
。)

に｣

に
、

｢

の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
又
は
公
署
に
係
る
調
整
手
当
の
支
給
割
合

(
第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
い
う
。)

｣

を

｢

に
係
る
こ
の
項
本
文

の
規
定
に
よ
る
調
整
手
当
の
支
給
割
合｣

に
、

｢

三
年｣

を

｢

二
年｣

に
、

｢

当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
又
は
公
署
に
在
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に

第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
手
当

(

当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
又
は
公
署
に
係
る
調
整
手
当
の
支
給
割
合

(

同
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
当
該
異
動
等
の
後
に
改
定
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
の
支
給
割
合
に
よ
る
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調
整
手
当)

｣

を

｢

給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
調

整
手
当｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

異
動
等
前
の
支
給
割
合

(

異
動
等
前
の
支
給
割
合
が
当
該
異
動
等
の
後
に
改
定
さ
れ
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
の
異
動
等
前
の
支
給
割
合
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

二

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

(

前
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。)

異
動
等
前
の
支
給
割
合
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
割

合
第
十
条
第
二
項
中

｢

月
額｣

を

｢
額｣

に
、

｢

応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る｣

を

｢

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等

の
額
に
相
当
す
る
額

(

以
下

｢

運
賃
等
相
当
額｣
と
い
う
。)

。
た
だ
し
、
運
賃
等
相
当
額
を
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

(

以
下

｢

一
箇
月
当
た
り
の
運

賃
等
相
当
額｣

と
い
う
。)

が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
者
が
二
以

上
の
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
運
賃
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額)

第
十
条
第
二
項
第
二
号
中

｢

応
じ
て｣

を

｢

応
じ
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き｣
に
、

｢

掲
げ
る
額｣

を

｢

定
め
る
額｣

に
、

｢

一
箇
月｣

を

｢

支
給
単
位
期
間｣

に
改
め
、

同
項
第
三
号
中

｢

応
じ
、｣

の
下
に

｢

前
二
号
に
定
め
る
額

(

一
箇
月
当
た
り
の｣

を
加
え
、

｢

掲
げ
る
額｣

を

｢

定
め
る
額｣

に
、

｢
(

そ
の
額
が
四
万
五
千
円
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
額
と
四
万
五
千
円
と
の
差
額
の
二
分
の
一

(

そ
の
差
額
の
二
分
の
一
が
一
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
万
円)

を
四
万
五
千
円
に
加
算
し
た｣

を

｢

が
五
万
五

千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得

た｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
、

｢

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
一
箇
月
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
の

� ���



二
分
の
一
に
相
当
す
る
額(

そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円)

及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
合
計
額｣

を｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る

特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
当
該
額
を
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

(

以
下

｢

一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相

当
額｣

と
い
う
。)

が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
二
万
円
に
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
者
が
二
以
上
の
特
別
急
行
列

車
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
特
別
料
金
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
の
合
計
額
が
二
万
円
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
者
の
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
二
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を

乗
じ
て
得
た
額)

二

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当

前
項
の
規
定
に
よ
る
額

第
十
条
第
四
項
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
が
四
万
五
千
円
以
下
と
な
る｣

を

｢

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る｣

に
、

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
、

｢

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
一
箇
月
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
及
び
そ
の
額
を
負

担
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
の
合
計
額｣
を

｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額｣

に
改
め
、
同

項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

橋
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
運
賃
等

の
額
に
相
当
す
る
額

二

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当

同
号
に
定
め
る
額
を
負
担
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
額

第
十
条
中
第
六
項
を
第
九
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

� ���



６

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間

(

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間)

に
係
る
最
初
の
月
の
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

７

通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
き
、
離
職
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
に
、
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
こ
れ
ら
の
事

由
が
生
じ
た
後
の
期
間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

８

こ
の
条
に
お
い
て

｢

支
給
単
位
期
間｣

と
は
、
通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位
と
な
る
期
間
と
し
て
六
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
を
単
位
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
期
間

(

自
動
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月)

を
い
う
。

第
十
九
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
五
十
五｣

を｢

百
分
の
百
四
十｣

に
、｢

百
分
の
百
四
十
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、｢

百
分
の
百
三
十
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十｣

に
、｢

百
分
の
百
二
十
五｣

を｢

百
分
の
百
四
十｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
五
十
五｣

を｢

百
分
の
百
四
十｣

に
、｢

百
分
の
八
十
五｣

を｢

百
分
の
七
十
五｣

に
、

｢
｢

百
分
の
百
四
十
五｣

と
あ
り
、
及
び

｢
百
分
の
百
三
十
五｣

｣

を

｢
｢

百
分
の
百
六
十｣

｣

に
、

｢

百
分
の
七
十
五｣

を

｢

百
分
の
八
十
五｣

に
、

｢

百
分
の
百
二

十
五｣

を

｢

百
分
の
百
二
十｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
五
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、

｢

百
分
の
百
六
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、

｢

百
分
の
九
十｣

を

｢

百
分
の
八
十｣

に
、

｢
百
分
の
百
六
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十｣

に
、

｢

百
分
の
八
十
五｣

を

｢

百
分
の
九
十
五｣

に
改
め

る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

最
高
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
等)
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２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
に
お
い
て
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
給
料

月
額
及
び
こ
れ
を
受
け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

(
施
行
日
前
の
異
動
者
の
号
給
等
の
調
整)

３

施
行
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人

事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
等
の
基
礎)

４

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
又
は
給
料
月
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
又
は
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
二
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
百
七
十
一
号)

附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
こ
れ

ら
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置)

５

平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
又
は
期
末
特
別
手
当

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

期
末
手
当
等｣

と
い
う
。)

の
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
九
条
第
二
項

(

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
九
条
の
五
第
二

項

(

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第

七
項
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
六
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第
四
条
第
一
項
又
は
公
益
法
人
等
へ

の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)

第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
末
手
当
等
の

額

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

基
準
額｣

と
い
う
。)

か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

(

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
。
以
下
こ
の
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項
に
お
い
て

｢

調
整
額｣

と
い
う
。)

に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基
準
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
等
は
、
支
給
し
な

い
。

一

平
成
十
五
年
四
月
一
日

(

同
月
二
日
か
ら
施
行
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者

(

同
月
一
日
に
在
職
し
て
い
た
職
員
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日

(

当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日)

)

に
お

い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
、
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
調
整
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当

(

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

以
下

｢

給
与
条
例｣
と
い
う
。)

第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。)

、
特
地
勤
務
手
当

(

給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
の
規
定

に
よ
る
手
当
を
含
む
。)

及
び
へ
き
地
手
当

(

給
与
条
例
第
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。)

並
び
に
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
例
に

関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
職
調
整
額
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
一
・
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

八

(

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
在
職
し
な
か
っ
た
期
間
、
給
料
を
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
期
間
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
か
ら
当
該
期
間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
数
を
減
じ
た
数)

を
乗
じ
て
得
た
額

二

平
成
十
五
年
六
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額
又
は
期
末
特
別
手
当
の
額
に
百
分
の
一
・
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額

６

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
三
号)

の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

｢

次
に
掲
げ
る
額｣

と
あ
る
の
は

｢

次
に
掲
げ
る
額
及
び
青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す

る
条
例

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
三
号)

の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
額｣

と
、

｢

第
一
号
に
掲
げ
る
額｣

と
あ
る
の
は

｢

第
一
号
に
掲
げ
る
額
及
び
当
該
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
の
合
計
額｣

と
す
る
。

(

調
整
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置)
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７

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
条
例
第
九
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
に
対
す
る
当
該
適
用
に
係
る
調
整
手
当
の
支

給
に
関
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
第
九
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中

｢

い
い
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
当

該
支
給
割
合
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
と
す
る｣

と
あ
る
の
は

｢

い
う｣

と
、

｢

二
年
以
内｣

と
あ
る
の
は

｢

三
年
を
経
過
す
る
日
又
は
平
成

十
八
年
三
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
期
間
内｣

と
、
同
項
第
一
号
中

｢

同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日｣

と
あ
る
の
は

｢

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日｣

と
、

同
項
第
二
号
中

｢
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す
る
日｣

と
あ
る
の
は

｢

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日｣

と
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任)

８

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

青
森
県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
二
号

青
森
県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

青
森
県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
支
給
条
例

(

昭
和
三
十
一
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
八
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
改
め
る
。

第
二
条

青
森
県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
六
十｣

に
、

｢

百
分
の
百
六
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十｣
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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